
議案第５９号 

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一部

を改正する条例の制定について

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一部を改

正する条例を次のように定める。

平成２９年２月７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一部

を改正する条例

 （さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部改正

）

第１条 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例（平成

１３年さいたま市条例第１４５号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （構成施設）  （構成施設）

第２条 グリーンヒルうらわは、次に掲げる施設を

もって構成する。

第２条 グリーンヒルうらわは、次に掲げる施設を

もって構成する。

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

  「法」という。）第８条第２８項に規定する介

護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」と

いう。）

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下、

  「法」という。）第８条第２７項に規定する介

護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」と

いう。）

  ～  ［略］   ～  ［略］

 （業務）  （業務）

第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる

施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた

めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定める業務を行う。

第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる

施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた

めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定める業務を行う。

 介護老人保健施設 法第８条第２８項に規定  介護老人保健施設 法第８条第２７項に規定
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する介護保健施設サービス（以下「介護保健施

設サービス」という。）並びに同条第１項に規

定する居宅サービスのうち同条第１０項に規定

する短期入所療養介護（以下「短期入所療養介

護」という。）及び同条第８項に規定する通所

リハビリテーション（以下「通所リハビリテー

ション」という。）並びに法第８条の２第１項

に規定する介護予防サービスのうち同条第８項

に規定する介護予防短期入所療養介護（以下「

介護予防短期入所療養介護」という。）及び同

条第６項に規定する介護予防通所リハビリテー

ション（以下「介護予防通所リハビリテーショ

ン」という。）に関する業務

する介護保健施設サービス（以下「介護保健施

設サービス」という。）並びに同条第１項に規

定する居宅サービスのうち同条第１０項に規定

する短期入所療養介護（以下「短期入所療養介

護」という。）及び同条第８項に規定する通所

リハビリテーション（以下「通所リハビリテー

ション」という。）並びに法第８条の２第１項

に規定する介護予防サービスのうち同条第１０

項に規定する介護予防短期入所療養介護（以下

「介護予防短期入所療養介護」という。）及び

同条第８項に規定する介護予防通所リハビリテ

ーション（以下「介護予防通所リハビリテーシ

ョン」という。）に関する業務

 ［略］  ［略］

 老人デイサービスセンター 法第８条第７項

  に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

  ）、法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定

する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」

という。）及び地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則

第１１条又は第１４条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる同法第５条の規

定による改正前の介護保険法（以下「旧介護保

険法」という。）第８条の２第７項に規定する

介護予防通所介護（以下「介護予防通所介護」

という。）に関する業務

 老人デイサービスセンター 法第８条第７項

に規定する通所介護及び法第８条の２第７項に

規定する介護予防通所介護に関する業務

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

 （利用定員）  （利用定員）

第１５条 老人デイサービスセンターの利用定員は、

 ２０人とする。ただし、第１号通所事業のうち市

長が別に定めるサービスに係る利用定員について

は、市長が別に定める。

第１５条 老人デイサービスセンターの利用定員は、

２０人とする。

 （利用対象者）  （利用対象者）

第１６条 老人デイサービスセンターの利用対象者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第１６条 老人デイサービスセンターの利用対象者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは

特例居宅介護サービス費の支給に係る者、第１

号通所事業に係る第１号事業支給費の支給に係

る者又は介護予防通所介護に係る介護予防サー

ビス費若しくは特例介護予防サービス費の支給

に係る者

 法の規定による通所介護に係る居宅介護サー

ビス費若しくは特例居宅介護サービス費の支給

に係る者又は介護予防通所介護に係る介護予防

サービス費若しくは特例介護予防サービス費の

支給に係る者

 ［略］  ［略］

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（通所介護、第１号通所事業又は

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防（法第８条第

７項に規定する通所介護又は法第８条の２第７
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介護予防通所介護に限る。）に係る介護扶助に

係る者

項に規定する介護予防通所介護に限る。）に係

る介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係るものに限

る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（法第８条第７項に

規定する通所介護又は法第８条の２第７項に規

定する介護予防通所介護に係るものに限る。）

に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第１７条 老人デイサービスセンターの利用者は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる

額を納付しなければならない。

第１７条 老人デイサービスセンターの利用者は、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額及び

厚生労働省令で規定する費用で指定管理者が定め

る額を納付しなければならない。

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

  算定した額及び厚生労働省令で規定する費用で、

指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で、指定管理

者が定める額

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額及

び地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律

の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

等に関する省令（平成２７年厚生労働省令第５

７号）附則第４条の規定によりなおその効力を

有するとされた同令第２条の規定による改正前

の介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号）第８４条第１号に規定する費用で、指

定管理者が定める額

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

アからウまでに掲げる区分に応じ、当該アから

ウまでに掲げる額

 老人デイサービスセンターの利用者は、厚生

労働大臣が定める基準により算定した額及び厚

生労働省令に規定する費用で市長が定める額

  ア 通所介護 厚生労働大臣が定める基準によ
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り算定した額及び厚生労働省令に規定する費

用で、市長が定める額

  イ 第１号通所事業 市長が定めるところによ

り算定した額及び市長が定める費用で、市長

が定める額

  ウ 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

   厚生労働大臣が定める基準により算定した額

及び地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整備等に関する省令（平成２７年厚生労

働省令第５７号）附則第４条の規定によりな

おその効力を有するとされた同令第２条の規

定による改正前の介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号）第８４条第１号に

規定する費用で、市長が定める額

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

第２条 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部

を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （業務）  （業務）

第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる

施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた

めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定める業務を行う。

第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる

施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた

めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定める業務を行う。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 老人デイサービスセンター 法第８条第７項

に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

  ）及び法第１１５条の４５第１項第１号ロに規

定する第１号通所事業（以下「第１号通所事業

」という。）に関する業務

 老人デイサービスセンター 法第８条第７項

に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

  ）、法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定

する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」

という。）及び地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則

第１１条又は第１４条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる同法第５条の規
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定による改正前の介護保険法（以下「旧介護保

険法」という。）第８条の２第７項に規定する

介護予防通所介護（以下「介護予防通所介護」

という。）に関する業務

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

 （利用対象者）  （利用対象者）

第１６条 老人デイサービスセンターの利用対象者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第１６条 老人デイサービスセンターの利用対象者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは

特例居宅介護サービス費の支給に係る者又は第

１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給に

係る者

 通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは

特例居宅介護サービス費の支給に係る者、第１

号通所事業に係る第１号事業支給費の支給に係

る者又は介護予防通所介護に係る介護予防サー

ビス費若しくは特例介護予防サービス費の支給

に係る者

 ［略］  ［略］

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防・日常生活支

援（通所介護又は第１号通所事業に限る。）に

係る介護扶助に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（通所介護、第１号通所事業又は

介護予防通所介護に限る。）に係る介護扶助に

係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護又は第１

号通所事業に係るものに限る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係るものに限

る。）に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第１７条 老人デイサービスセンターの利用者は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる

額を納付しなければならない。

第１７条 老人デイサービスセンターの利用者は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる

額を納付しなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額及

び地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律

の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

等に関する省令（平成２７年厚生労働省令第５

７号）附則第４条の規定によりなおその効力を

有するとされた同令第２条の規定による改正前

の介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号）第８４条第１号に規定する費用で、指

定管理者が定める額

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定 第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定
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の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

ア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに

掲げる額

 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

アからウまでに掲げる区分に応じ、当該アから

ウまでに掲げる額

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

  ウ 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

   厚生労働大臣が定める基準により算定した額

及び地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整備等に関する省令（平成２７年厚生労

働省令第５７号）附則第４条の規定によりな

おその効力を有するとされた同令第２条の規

定による改正前の介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号）第８４条第１号に

規定する費用で、市長が定める額

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（さいたま市年輪荘条例の一部改正）

第３条 さいたま市年輪荘条例（平成１３年さいたま市条例第１４８号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （定員）  （定員）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ 年輪荘の老人デイサービスセンター（以下「セ

ンター」という。）の利用定員は、１０人とする。

 ただし、介護保険法（平成９年法律第１２３号）

２ 年輪荘の老人デイサービスセンター（以下「セ

ンター」という。）の利用定員は、１０人とする。
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第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１

号通所事業（以下「第１号通所事業」という。）

のうち市長が別に定めるサービスに係る利用定員

については、市長が別に定める。

 （事業）  （事業）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ センターは、次に掲げる者について、介護保険

法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護

（以下「地域密着型通所介護」という。）、第１

号通所事業又は地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１

条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第５条の規定による改

正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」とい

う。）第８条の２第７項に規定する介護予防通所

介護（以下「介護予防通所介護」という。）を行

う。

２ センターは、次に掲げる者について、介護保険

法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項に規

定する通所介護又は同法第８条の２第７項に規定

する介護予防通所介護を行う。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者、

第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給

に係る者又は介護予防通所介護に係る介護予防

サービス費若しくは特例介護予防サービス費の

支給に係る者

 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅

介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス

費の支給に係る者又は同法の規定による介護予

防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは

特例介護予防サービス費の支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（地域密着型通所介護、第１号通

所事業又は介護予防通所介護に限る。）に係る

介護扶助に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防（介護保険法

第８条第７項に規定する通所介護又は同法第８

条の２第７項に規定する介護予防通所介護に限

る。）に係る介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護、第１号通所事業又は介護予防通所介護に係

るものに限る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（介護保険法第８条

第７項に規定する通所介護又は同法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護に係るもの

に限る。）に係る者

３ センターは、前項の通所介護に準ずる事業とし

て、生きがい活動支援通所事業を行う。

 （指定管理者による管理等）  （指定管理者による管理等）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 第２条第２項本文の規定にかかわらず、指定管

理者は、必要があると認めるときは、市長の承認

を得てセンターの利用定員を変更することができ

る。

３ 第２条第２項の規定にかかわらず、指定管理者

は、必要があると認めるときは、市長の承認を得

てセンターの利用定員を変更することができる。
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 （利用料）

第１１条 第３条第３項に規定する事業を利用する

者は、市長が別に定める額を指定管理者に支払わ

なければならない。

 （減免）  （減免）

第１１条 市長は、第１０条の規定によりホームに

入所した者が、天災その他特別の事由により市長

が定める額を支払うことが困難であると認めたと

きは、これを減額し、又は免除することができる。

第１２条 市長は、第１０条の規定によりホームに

入所した者又は前条の規定によりセンターを利用

する者が、天災その他特別の事由により市長が定

める額を支払うことが困難であると認めたときは、

 これを減額し、又は免除することができる。

 （費用等の収入）  （費用等の収入）

第１２条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用、同条第２項各

号に規定する者への地域密着型通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係る費用及び第

１０条の規定による費用を指定管理者の収入とし

て収受させることができる。

第１３条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用、同条第２項各

号に規定する者への通所介護又は介護予防通所介

護に係る費用、第１０条の規定による費用及び第

１１条の規定による利用料を指定管理者の収入と

して収受させることができる。

第４条 さいたま市年輪荘条例の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （事業）  （事業）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ センターは、次に掲げる者について、介護保険

法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護

（以下「地域密着型通所介護」という。）又は第

１号通所事業を行う。

２ センターは、次に掲げる者について、介護保険

法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護

（以下「地域密着型通所介護」という。）、第１

号通所事業又は地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１

条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第５条の規定による改

正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。

 ）第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護

（以下「介護予防通所介護」という。）を行う。

 ［略］  ［略］
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 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者又

は第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支

給に係る者

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者、

第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給

に係る者又は介護予防通所介護に係る介護予防

サービス費若しくは特例介護予防サービス費の

支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防・日常生活支

援（地域密着型通所介護又は第１号通所事業に

限る。）に係る介護扶助に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（地域密着型通所介護、第１号通

所事業又は介護予防通所介護に限る。）に係る

介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護又は第１号通所事業に係るものに限る。）に

係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護、第１号通所事業又は介護予防通所介護に係

るものに限る。）に係る者

 （費用等の収入）  （費用等の収入）

第１２条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用、同条第２項各

号に規定する者への地域密着型通所介護又は第１

号通所事業に係る費用及び第１０条の規定による

費用を指定管理者の収入として収受させることが

できる。

第１２条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用、同条第２項各

号に規定する者への地域密着型通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係る費用及び第

１０条の規定による費用を指定管理者の収入とし

て収受させることができる。

（さいたま市高齢者デイサービスセンター条例の一部改正）

第５条 さいたま市高齢者デイサービスセンター条例（平成１３年さいたま市条例第

１５３号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （名称、定員及び位置）  （名称、定員及び位置）

第２条 センターの名称、定員及び位置は、次のと

おりとする。ただし、介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第１１５条の４５第１項第１号ロに

規定する第１号通所事業（以下「第１号通所事業

第２条 センターの名称、定員及び位置は、次のと

おりとする。
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 」という。）のうち市長が別に定めるサービスに

 係る定員については、市長が別に定める。

 ［略］  ［略］

 （業務）  （業務）

第３条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法第８条第１７項に規定する地域密着型通所

介護（以下「地域密着型通所介護」という。）、

第１号通所事業又は地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第

１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその

効力を有するものとされる同法第５条の規定によ

る改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」と

いう。）第８条の２第７項に規定する介護予防通

所介護（以下「介護予防通所介護」という。）を

行う。ただし、さいたま市大砂土デイサービスセ

ンター（以下「大砂土センター」という。）にお

いては、介護保険法第８条第１７項、同法第１１

５条の４５第１項第１号ロ及び旧介護保険法第８

条の２第７項の規定による支援のうち入浴は行わ

ない。

第３条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項

に規定する通所介護又は同法第８条の２第７項に

規定する介護予防通所介護を行う。ただし、さい

たま市大砂土デイサービスセンター（以下「大砂

土センター」という。）においては、同法第８条

第７項及び第８条の２第７項に規定する世話のう

ち入浴は行わない。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者、

第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給

に係る者又は介護予防通所介護に係る介護予防

サービス費若しくは特例介護予防サービス費の

支給に係る者

 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅

介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス

費の支給に係る者又は同法の規定による介護予

防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは

特例介護予防サービス費の支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（地域密着型通所介護、第１号通

所事業又は介護予防通所介護に限る。）に係る

介護扶助に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防（介護保険法

第８条第７項に規定する通所介護又は同法第８

条の２第７項に規定する介護予防通所介護に限

る。）に係る介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護、第１号通所事業又は介護予防通所介護に係

るものに限る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（介護保険法第８条

第７項に規定する通所介護又は同法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護に係るもの

に限る。）に係る者

２ センターは、前項の通所介護に準ずる事業とし

て、生きがい活動支援通所事業を行う。

 （利用料金）  （利用料金）

第９条 第３条第２号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額を、センターの利用に係る料金

第９条 第３条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、介護保険法に基づき、厚生

労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内
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として指定管理者（第１２条第１項に規定する指

定管理者をいう。以下この条において同じ。）に

支払わなければならない。

において指定管理者（第１２条第１項に規定する

指定管理者をいう。以下この条において同じ。）

が定める額を、センターの利用に係る料金として

指定管理者に支払わなければならない。 

 地域密着型通所介護 介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定する額の範囲内において指定管理者が定め

る額

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額

２ センターで、第３条第２項に規定する事業を利

用する者は、市長が別に定める額の当該事業の利

用に係る料金を指定管理者に支払わなければなら

ない。

２ 前項に規定する利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）は、指定管理者の収入とする。

３ 前２項に規定する利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）は、指定管理者の収入とする。

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第３条第２号に規

定する者がセンターを利用したときは次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額をセンタ

ーの使用料として徴収する。

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第３条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは介護

保険法に基づき厚生労働大臣が定める基準により

算定した額の範囲内において市長が定める額を、

同条第２項に規定する事業を利用するときは市長

が別に定める額をセンターの使用料として徴収す

る。

 地域密着型通所介護 介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において市長が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額の範囲内において市長が定める額

 旧介護保険法に基づき、厚生労働大臣が定め

る基準により算定した額の範囲内において市長

が定める額

２ 前項の場合にあっては、第９条第１項の規定を

準用する。この場合において、同項中「利用に係

る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者

（第１２条第１項に規定する指定管理者をいう。

２ 前項の場合にあっては、第９条第１項及び第２

項の規定を準用する。この場合において、第９条

第１項中「指定管理者（第１２条第１項に規定す

る指定管理者をいう。以下この条において同じ。
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 以下この条において同じ。）」とあるのは「市長

」と、「指定管理者が」とあるのは「市長が」と

読み替えるものとする。

）」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金

」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」と

あるのは「市長」と、同条第２項中「額の当該

事業の利用に係る料金を指定管理者」とあるの

は「使用料を市長」と読み替えるものとする。

第６条 さいたま市高齢者デイサービスセンター条例の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （業務）  （業務）

第３条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法第８条第１７項に規定する地域密着型通所

介護（以下「地域密着型通所介護」という。）又

は第１号通所事業を行う。ただし、さいたま市大

砂土デイサービスセンター（以下「大砂土センタ

ー」という。）においては、介護保険法第８条第

１７項及び同法第１１５条の４５第１項第１号ロ

の規定による支援のうち入浴は行わない。

第３条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法第８条第１７項に規定する地域密着型通所

介護（以下「地域密着型通所介護」という。）、

第１号通所事業又は地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第

１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその

効力を有するものとされる同法第５条の規定によ

る改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」と

いう。）第８条の２第７項に規定する介護予防通

所介護（以下「介護予防通所介護」という。）を

行う。ただし、さいたま市大砂土デイサービスセ

ンター（以下「大砂土センター」という。）にお

いては、介護保険法第８条第１７項、同法第１１

５条の４５第１項第１号ロ及び旧介護保険法第８

条の２第７項の規定による支援のうち入浴は行わ

ない。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者又

は第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支

給に係る者

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者、

第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給

に係る者又は介護予防通所介護に係る介護予防

サービス費若しくは特例介護予防サービス費の

支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（地域密着型通所介護又は第１号

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（地域密着型通所介護、第１号通
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  通所事業に限る。）に係る介護扶助に係る者   所事業又は介護予防通所介護に限る。）に係る

介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護又は第１号通所事業に係るものに限る。）に

係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護、第１号通所事業又は介護予防通所介護に係

るものに限る。）に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第９条 第３条第２号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額を、センターの利用に係る料金

として指定管理者（第１２条第１項に規定する指

定管理者をいう。以下この条において同じ。）に

支払わなければならない。

第９条 第３条第２号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額を、センターの利用に係る料金

として指定管理者（第１２条第１項に規定する指

定管理者をいう。以下この条において同じ。）に

支払わなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額

２ ［略］ ２ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第３条第２号に規

定する者がセンターを利用したときは次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額をセンタ

ーの使用料として徴収する。

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第３条第２号に規

定する者がセンターを利用したときは次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額をセンタ

ーの使用料として徴収する。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 旧介護保険法に基づき、厚生労働大臣が定め

る基準により算定した額の範囲内において市長

が定める額

２ ［略］ ２ ［略］

 （さいたま市与野本町デイサービスセンター条例の一部改正）

第７条 さいたま市与野本町デイサービスセンター条例（平成１３年さいたま市条例

第１５４号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、
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改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （業務）  （業務）

第２条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項

に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

）、同法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定

する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」と

いう。）又は地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条

又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を

有するものとされる同法第５条の規定による改正

前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。

）第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護

（以下「介護予防通所介護」という。）を行う。

第２条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項

に規定する通所介護又は同法第８条の２第７項に

規定する介護予防通所介護を行う。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、通所介護に係る居

宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービ

ス費の支給に係る者、第１号通所事業に係る第

１号事業支給費の支給に係る者又は介護予防通

所介護に係る介護予防サービス費若しくは特例

介護予防サービス費の支給に係る者

 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅

介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス

費の支給に係る者又は同法の規定による介護予

防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは

特例介護予防サービス費の支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（通所介護、第１号通所事業又は

介護予防通所介護に限る。）に係る介護扶助に

係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防（介護保険法

第８条第７項に規定する通所介護又は同法第８

条の２第７項に規定する介護予防通所介護に限

る。）に係る介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係るものに限

る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（介護保険法第８条

第７項に規定する通所介護又は同法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護に係るもの

に限る。）に係る者

２ センターは、前項の通所介護に準ずる事業とし

て、生きがい活動支援通所事業を行う。

２ センターは、市内に居住する在宅の１８歳以上

の身体障害者で次に掲げるものについて、自立訓

練、生活介護等の事業を行うことができる。

３ センターは、市内に居住する在宅の１８歳以上

の身体障害者で次に掲げるものについて、自立訓

練、生活指導等の事業を行うことができる。

  ・  ［略］   ・  ［略］
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 （利用定員）  （利用定員）

第５条 センターの利用定員は、３０人とする。た

だし、第１号通所事業のうち市長が別に定めるサ

ービスに係る利用定員については、市長が別に定

める。

第５条 センターの１日当たりの標準利用定員は、

３０人とする。

 （利用料金）  （利用料金）

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、介護保険法に基づき、厚生

労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内

において指定管理者（第１２条第１項に規定する

指定管理者をいう。以下この条において同じ。）

が定める額を、センターの利用に係る料金として

指定管理者に支払わなければならない。

 通所介護 介護保険法に基づき、厚生労働大

臣が定める基準により算定した額の範囲内にお

いて指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定する額の範囲内において指定管理者が定め

る額

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額

２ センターで第２条第２項に規定する事業を利用

する者は、市長が別に定める額の当該事業の利用

に係る料金を指定管理者に支払わなければならな

い。

２ センターで第２条第２項又は第３項に規定する

事業を利用する者は、市長が別に定める額の当該

事業の利用に係る料金を指定管理者に支払わなけ

ればならない。

３ ［略］ ３ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第２条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を

センターの使用料として徴収する。

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第２条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは介護

保険法に基づき厚生労働大臣が定める基準により

算定した額の範囲内において市長が定める額を、

同条第２項又は第３項に規定する事業を利用した

ときは市長が別に定める額をセンターの使用料と

して徴収する。

 通所介護 介護保険法に基づき、厚生労働大

臣が定める基準により算定した額の範囲内にお

いて市長が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより
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算定した額の範囲内において市長が定める額

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において市長が定める額

 第２条第２項に規定する事業 市長が別に定

める額

２ 前項の場合にあっては、第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中「利用に係

る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者

（第１２条第１項に規定する指定管理者をいう。

 以下この条において同じ。）」とあるのは「市長

」と、「指定管理者が」とあるのは「市長が」と

読み替えるものとする。

２ 前項の場合にあっては、第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中「指定管理

者（第１２条第１項に規定する指定管理者をいう。

 以下この条において同じ。）」とあるのは「市長

」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」

と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、

同条第２項中「額の当該事業の利用に係る料金を

指定管理者」とあるのは「使用料を市長」と読み

替えるものとする。

第８条 さいたま市与野本町デイサービスセンター条例の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （業務）  （業務）

第２条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項

に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

）又は同法第１１５条の４５第１項第１号ロに規

定する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」

という。）を行う。

第２条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項

に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

）、同法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定

する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」と

いう。）又は地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条

又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を

有するものとされる同法第５条の規定による改正

前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。

）第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護

（以下「介護予防通所介護」という。）を行う。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、通所介護に係る居

宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービ

ス費の支給に係る者又は第１号通所事業に係る

第１号事業支給費の支給に係る者

 介護保険法の規定による、通所介護に係る居

宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービ

ス費の支給に係る者、第１号通所事業に係る第

１号事業支給費の支給に係る者又は介護予防通

所介護に係る介護予防サービス費若しくは特例
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介護予防サービス費の支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

日常生活支援（通所介護又は第１号通所事業に

限る。）に係る介護扶助に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

日常生活支援（通所介護、第１号通所事業又は

介護予防通所介護に限る。）に係る介護扶助に

係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護又は第１

号通所事業に係るものに限る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係るものに限

る。）に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第２条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を

センターの使用料として徴収する。

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第２条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を

センターの使用料として徴収する。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において市長が定める額

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

   附 則

 この条例中第１条、第３条、第５条及び第７条の規定は平成２９年４月１日から、
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第２条、第４条、第６条及び第８条の規定は平成３０年４月１日から施行する。
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